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不当要求に関する会話録音データの具体的な取扱い等について 

 

 外線電話における会話録音データ(以下「録音データ」という。)取扱いの流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 電話で不当要求の連絡 

2 対応した職員から所属長へ報告 

3 所属長から総務課長(所属部長)へ報告 

4 必要に応じて、総務課において当該会話の特定・台

帳への記録・録音データ保存(5年間程度) 
5 総務課長から副市長・総務部長へ報告 

以下必要に応じて、座長(副市長)の召集によ

り、対策会議を開催 

(北広島市不当要求行為対策規程による。) 

k 

6 録音から 5年が経過したときに

録音データを消去(総務課長確認・

台帳記録) 

6 ①警察へ告訴をする場合は、告訴状

等とともに USB などの媒体に録音デー

タを移し、警察へ提出(総務課長確認・

台帳記録)、②民事訴訟により損害賠償

請求等をする場合は、顧問弁護士を経

由して、裁判所に証拠として提出 

7 録音から 5年間経過したときに録音

データを消去(総務課長確認・台帳記

録)。必要に応じて、保存期間を延長 

 

特に問題が発生しなかった場合 

北広島市不当要求行為対策規程による。 
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